
日時 令和８年５月１１日（月）

１０：００～１２：００

１３：００～１５：００

場所 金沢市幸町１２番１号

石川県幸町庁舎３階

石川県消費生活支援センター

電話 ０７６－２５５－２１２０

契約に関するトラブルで困っていませんか？お気軽にご相談ください。

弁護士と消費生活相談員が解決のお手伝いをします。（相談無料）

発熱している方、体調に不安のある方は来所をお控えいただき

　　　 電話相談をご利用くださいますようお願いいたします。

主催 金沢弁護士会消費者問題対策委員会

石川県消費生活支援センター

　契約・解約トラブル
　なんでも１１０番

●アクセス●

金沢駅から路線バス１８番

「東部車庫」行きまたは

「金沢学院大学」行き乗車、

「幸町」バス停で下車

（所要時間約１５分）

鱗町交差点近く


